
綾瀬市教育委員会の基本方針

学校教育目標

学校経営方針
（グランドデザイン）

今年度の重点目標

取組分野 評価の観点

１　学習指導

　学校は、「よく学び（実際の社会
や生活で生きて働く「知識及び技
能」）」を育てるために、工夫や改
善に取り組んでいる。

２　教育課程

　児童は、学校行事やクラブ活動、
委員会活動、係活動に積極的に参加
している。

３　児童・生徒指導

　学校は、「よく考え（未知の状況
にも対応できる「思考力・判断力・
表現力等」）」を育てる指導を積極
的に行っている。

４　児童・生徒指導

　児童は、友人や先生との学校生活
に満足している。

５　児童・生徒指導

　学校は、いじめの早期発見・再発
防止のための取組を行っている。

６　保健管理

　学校は、「高めあう子（学んだこ
とを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力・人間性等」）」
を育てる指導に積極的に取り組んで
いる。

７　安全管理、教育環境整備

　学校は、児童の安全のための指導
や施設の点検・整備に取り組んでい
る。

８　支援教育

　学校は、児童に応じた支援の工夫
をしている。

９　組織運営

　学校は、校長を中心とした運営組
織となっている。
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　（学校教育分野）　人を思いやり　社会を生き抜く力を身に付けた　綾瀬の子ども

温かい未来を創造する人材（財）の育成
・よく学び（実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」の習得）
・よく考え（道の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）
・高めあう子（学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の育成）

「生きる力を育む」
　・確かな学力
　・健やかな身体
　・豊かな心（前向きに取り組む力・非認知能力・自己肯定感）

　児童の９割が「そう思う」「ややそう思う」と回答しており、昨年度の８４％
から９１％とポイント数が向上しています。教職員が指導の工夫や改善を組織と
して継続的に取り組んできたためと考えられます。今後も児童のつまずきに目を
向けた授業改善を行い、児童や保護者が学習意欲の向上を実感できる授業づくり
を目指していきます。

　校長の学校経営計画の下、学校教育目標を念頭に学校運営を進めることができ
ました。今後も校長を中心とした運営組織の中、前向きに業務にあたるととも
に、カリキュラム・マネジメントの視点に立ち、ＰＤＣＡサイクルを確立させて
いきます。そして校長を中心とした組織の活性化をさらに図り、よりよい学校づ
くりに努めていきます。

学校の自己評価と改善策

　６割の保護者が「そう思う」「ややそう思う」と回答し、いじめの早期発見・
再発防止の取組が概ね理解されています。しかし、教職員と保護者の認識の差が
大きいため、保護者へのより一層の情報発信に努めていきます。

　運動会やクラブ・委員会活動、学級の係活動では、児童が主体的に行動できる
ように支援し、行事や特別活動の活性化を図っています。異学年交流活動の「に
こにこタイム」では、どの学年の児童も楽しく交流できるように、高学年が工夫
し児童主体で運営しています。今後も、学校行事や特別活動、異学年交流活動の
取組を通して、児童が安心して過ごせる学校環境を目指していきます。

　互いに認め合うことは児童同士の人間関係をよりよいものにし、学習や生活に
おいて友だちと協力して行動する経験が、楽しい学校生活の基盤となります。各
教科の時間、学級活動、児童会活動、異学年交流、行事などを通して、互いを認
め合い、協力して行動しようとする心情を育てる取組の充実をさらに図っていき
ます。

　児童の安全のため、緊急時の避難の仕方については、今後も様々な場面を想定
して指導していきます。廊下や階段の歩行については、児童の事故に繋がらない
ように、日頃から児童の様子を丁寧に観察し、学校全体での指導を続けていきま
す。また、安全な環境づくりについては、今後も些細な変化を見逃さず、全職員
で施設や設備の点検を毎月行い、異常を認めた場合には教育委員会に報告しなが
ら、安全対策に努めていきます。

　学校生活を楽しいと思っている児童が半数を超えており、学級が一人ひとりを
認め合い居心地のよい安心できる場所作り、仲間作り、授業作りを行い、支援し
たことが反映されていると思います。しかし、その反面、悩みや不安を抱えてい
る児童もいます。どの児童も笑顔で学校生活が送れるように、毎日の観察や声か
け、授業改善を積極的に行い、支援していきます。

　教職員、保護者、児童本人のニーズに応じてケース会議を開催したり、面談を
行ったりしながら、チームによる組織的な対応を行ってきました。今後も、ス
クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、外部機関との連携を図り、
全職員で児童情報を共有しながら適切な支援を行うことができるように努めてい
きます。

　学習では、見通しをもって取り組めるよう、めあてや学習の流れを明らかにす
る等の手立てをすることで、授業への参加促進につながりました。また、今後も
体育科の授業を通して、児童に体を動かすことの心地よさを体感させ、進んで運
動に取り組むような声かけを積極的に行ってきます。



10　教職員の研修

　学校は、教職員の力量を高めるた
めの取組に力を入れている。

11　教育目標・学校評価

　学校は、児童の実態を把握し、よ
りよい児童の成長のための工夫をし
ている。

12　情報提供、保護者・地域
    住民との連携

　学校は、保護者などに適切な情報
を提供し、連携を図る取組を行って
いる。

【学校運営協議会からの意見及び改善策】
・いじめの早期発見・再発防止のための取組について、保護者と教職員の認識に差がある。このことについて、様々な問題が学校外で起こっている
ことにも起因していると思うが、今後も小さな芽に対して一つ一つ対応をしていき、いじめの芽を見逃さない努力・組織作りに努めてほしい。ま
た、様々な問題が低年齢化しているので、SNSなどの問題については、外部講師等を活用して保護者への発信・周知をしていくことも必要である。
・安全面における様々な取組をしているところではあるが、登下校中の災害についても検討してほしい。「あやせ１１０番の家」について、毎年度
行っている保護者への周知に加え、児童への指導も行うと良いのではないか。
・保護者・地域との連携について、コロナ禍の現状でPTA役員ですら関わりが薄い状況にあるが、保護者と教員がコミュニケーションを図ること
で、同じスタンスで子どもの支援ができていくのだと考える。コミュニケーションを図る機会を増やし、互いを知っていくことが必要である。地域
については、学校運営協議会等でも検討・活用していく。

　お便りや授業参観・懇談会、家庭訪問、個別面談、ＰＴＡの各種会議等を通し
て、学校の教育活動や児童の様子を具体的に伝えることに努めました。今後も保
護者、ＰＴＡ、地域の方々と協力・連携して児童の健全な育成に努めていきま
す。そのためにも、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進を図り、
教育に対する課題や目標を共有して取り組んでいくことができるようにしていき
ます。

　今後も校内研究を通して、教師間の指導力向上、共通理解を図るとともに、
日々の授業に生かすことができるようにしていきたいと思います。また、教育に
関する最新の動向や教職員のニーズを基に、児童の指導に反映されるよう研究・
研修計画を立案していきます。実施形式についても講義形式だけでなく座談会形
式や実技講習など、教職員も意欲をもって学び続け、力量を高められるような内
容となるよう工夫や改善に努めます。

　７割以上の保護者が、「そう思う」「ややそう思う」と回答しています。今後
も学校全体で、きめ細かい情報交換や共通理解を図り、児童一人ひとりのよりよ
い成長に向けて、適切な支援を行えるように努めていきます。


